
流山市開発行為等規制規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千葉県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例

（平成１２年千葉県条例第１号）の規定により、市が処理することとされた

都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）による開発

行為等の許可等に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。 

（開発行為許可申請書の添付図書等） 

第２条 都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号。以下「省令」と

いう。）第１６条第１項に規定する開発行為許可申請書には、法第３０条第

２項及び省令第１７条に規定するもののほか、次の各号に掲げる図書を添付

するものとする。 

（１）当該開発区域を明らかにする公図の写し 

（２）当該開発区域に含まれる土地の登記事項証明書又はこれに代わる書類  

（３）当該開発区域の求積図（縮尺５００分の１以上のものとする。以下「開

発区域求積図」という。） 

（４）申請者の資力及び信用に関する書類として、次に掲げるもの（主として、

自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は

住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建

築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（開発区域の面積が１ヘ

クタール以上のものを除く。）の許可の申請の場合にあっては、アに掲げ

るもの）。 

ア 住民票の写し（法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書又

はこれに代わる書類。以下「住民票等」という。） 

イ 前年度の所得税に関する納税証明書（法人の場合にあっては、法人税

に関する納税証明書） 

ウ 事業経歴書 

エ 前年度の財務諸表（法人の場合に限る。） 

（５）工事施行者の能力に関する書類として、次に掲げるもの（主として、自

己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住

宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築

若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（開発区域の面積が１ヘク

タール以上のものを除く。）の許可の申請の場合にあっては、ア及びイに

掲げるもの）。 



ア 住民票等 

イ 工事経歴書 

ウ 建設業許可証明書 

（６）その他市長が必要と認める図書 

２ 省令第１６条第２項に規定する設計説明書は、設計説明書（別記第１号様

式）とする。 

３ 省令第１６条第５項に規定する資金計画書には、次に掲げる書類を添付す

るものとする。 

（１）工事施行者が発行する工事費の内訳明細書 

（２）自己資金又は借入金の調達が可能であることを証する書類 

４ 省令第１７条第１項第２号に規定する開発区域図は、縮尺２，５００分の

１の流山市地形図（以下「流山市地形図」という。）によるものとする。 

５ 省令第１７条第１項第３号に掲げる書類は、開発行為施行同意書（別記第

２号様式）とする。この場合において、同意をした者の印鑑登録証明書を添

付しなければならない。 

６ 省令第１７条第１項第４号に掲げる書類は、開発行為に関する工事設計者

の資格申告書（別記第３号様式）とする。 

（既存の権利者の届出） 

第３条 法第３４条第１３号の規定による届出は、既存の権利者の届出書（別

記第４号様式）により行うものとする。 

第４条 削除 

（開発行為の許可又は不許可の通知） 

第５条 市長は、法第２９条の許可（以下「開発許可」という。）の申請があ

った場合において、法第３５条第１項の規定により、許可の決定をしたとき

は開発行為許可通知書（別記第５号様式）により、不許可の決定をしたとき

は開発行為不許可通知書（別記第６号様式）により、申請者に通知するもの

とする。 

（開発行為の変更許可の申請及び通知） 

第６条 法第３５条の２第１項本文の規定による許可を受けようとする者は、

開発行為変更許可申請書（別記第７号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の申請書には、省令第２８条の３に規定する図書のほか、次に掲げる

図書を添付するものとする。 



（１）変更前及び変更後の内容を記載した書面 

（２）流山市地形図 

（３）第２条第１項及び省令第１６条に規定する図書のうち、開発行為の変更

に伴いその内容が変更されるものについて変更後の内容を明示したもの 

（４）その他市長が必要と認める図書 

３ 市長は、第１項の規定による申請があった場合において、法第３５条の２

第４項において準用する法第３５条第１項の規定により許可したときは開発

行為変更許可通知書（別記第８号様式）により、不許可としたときは開発行

為変更不許可通知書（別記第９号様式）により、申請者に通知するものとす

る。 

（開発行為の軽微な変更の届出） 

第７条 法第３５条の２第３項の規定による届出は、開発行為変更届出書（別

記第１０号様式）によるものとする。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。 

（１）変更前及び変更後の内容を記載した書面 

（２）流山市地形図 

（３）第２条第１項及び省令第１６条に規定する図書のうち、開発行為の変更

に伴いその内容が変更されるものについて変更後の内容を明示したもの 

（工事着手の届出） 

第８条 開発行為の許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手した

ときは、速やかに開発行為に関する工事着手届（別記第１１号様式）及び開

発行為に関する工事工程届（別記第１２号様式）を市長に提出しなければな

らない。 

（工事完了届出書の添付図書） 

第９条 省令第２９条に規定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書

には、次に掲げる図書を添付するものとする。 

（１）開発許可通知書（変更がある場合にあっては、開発許可通知書及び開発

行為変更許可通知書（以下「開発許可通知書等」という。））の写し 

（２）工事完成図（省令第１６条第４項に規定する土地利用計画図及び排水施

設計画平面図の例により作成したもの） 

（３）流山市地形図 

（４）確定測量図 

（５）その他市長が必要と認める図書 



（建築制限等の解除の承認及び通知） 

第１０条 法第３７条第１号の規定による承認を受けようとする者は、工事完

了公告以前の建築（建設）承認申請書（別記第１３号様式）を市長に提出し

なければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。 

（１）開発許可通知書等の写し 

（２）土地利用計画図に当該建築物等の敷地の場所を表示したもの 

（３）流山市地形図 

（４）建築敷地求積図 

（５）建築物又は特定工作物の平面図及び２面以上の立面図（縮尺２００分の

１以上のもの） 

（６）その他市長が必要と認める図書 

３ 市長は、第１項の規定による申請があった場合において、承認したときは

工事完了公告以前の建築（建設）承認通知書（別記第１４号様式）により、

不承認としたときは工事完了公告以前の建築（建設）不承認通知書（別記第

１５号様式）により、申請者に通知するものとする。 

（開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書） 

第１１条 省令第３２条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、

次に掲げる図書を添付するものとする。 

（１）当該工事の廃止の理由を記載した書類 

（２）流山市地形図 

（３）当該工事の廃止に係る土地の区域内に講ぜられた防災上の措置を記載し

た図書及び写真 

（４）その他市長が必要と認める図書 

（市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請及び通知） 

第１２条 法第４１条第２項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、

市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書（別記第１６号様式）を

市長に提出しなければならない。 

２ 第１０条第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があった場合において、許可したときは

市街化調整区域内における建築物の特例許可通知書（別記第１７号様式）に

より、不許可としたときは市街化調整区域内における建築物の特例不許可通

知書（別記第１８号様式）により、申請者に通知するものとする。 



（予定建築物等以外の建築等の許可の申請及び通知） 

第１３条 法第４２条第１項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、

予定建築物（特定工作物）以外の建築（建設）許可申請書（別記第１９号様

式）を市長に提出しなければならない。 

２ 第１０条第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があった場合において、許可したときは

予定建築物（特定工作物）以外の建築（建設）許可通知書（別記第２０号様

式）により、不許可としたときは予定建築物（特定工作物）以外の建築（建

設）不許可通知書（別記第２１号様式）により、申請者に通知するものとす

る。 

（建築物の新築等の許可の申請及び通知） 

第１４条 省令第３４条第１項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の

変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書には、第１０条第２項に規定す

る図書のほか、次に掲げる図書を添付するものとする。 

（１）住民票等 

（２）建築理由書 

（３）当該建築物等の敷地を明らかにする公図の写し 

（４）当該建築物等の敷地となる土地の登記事項証明書 

（５）配置図 

（６）平面図等 

（７）敷地現況断面図 

（８）その他市長が必要と認める図書 

２ 市長は、法第４３条第１項の規定による許可の申請があった場合において、

許可したときは建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作

物の新設許可通知書（別記第２２号様式）により、不許可としたときは建築

物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設不許可通知

書（別記第２３号様式）により、申請者に通知するものとする。 

（許可の承継の届出） 

第１５条 法第４４条の規定による承継をした者は、速やかに許可承継届出書

（別記第２４号様式）に当該地位を承継したことを証する書類その他市長が

必要と認める図書を添えて市長に届け出るものとする。 

（開発許可の承継の承認の申請及び通知） 

第１６条 法第４５条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可承継



承認申請書（別記第２５号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書（自己の居住の用に供する住宅の建築

の用に供する目的で行う開発行為等にあっては、第４号及び第５号に掲げる

ものを除く。）を添付するものとする。 

（１）開発許可通知書等の写し 

（２）流山市地形図 

（３）第２条第１項第４号に規定する申請者の資力及び信用に関する書類 

（４）省令第１６条第５項に規定する資金計画書及び第２条第３項に規定する

添付書類 

（５）承認を受けようとする者が開発許可を受けた者から当該開発区域内の土

地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したこ

とを証する書類 

（６）その他市長が必要と認める図書 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、承認の決定をした

ときは開発許可承継承認通知書（別記第２６号様式）により、不承認の決定

をしたときは開発許可承継不承認通知書（別記第２７号様式）により申請者

に通知するものとする。 

（開発登録簿の調書） 

第１７条 省令第３６条第１項に規定する開発登録簿の調書は、流山市開発登

録調書（別記第２８号様式）とする。 

（開発行為又は建築に関する証明書の交付の申請及び交付） 

第１８条 省令第６０条の規定により、法第２９条第１項、第３５条の２第１

項、第４１条第２項ただし書、第４２条第１項ただし書又は第４３条第１項

の規定に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者は、開発

行為又は建築に関する証明書交付申請書（別記第２９号様式）を市長に提出

しなければならない。 

２ 省令第６０条の規定により、法第２９条第１項、第３５条の２第１項、第

４１条第２項ただし書、第４２条第１項ただし書又は第４３条第１項の規定

による許可を受ける必要がないことを証する書面の交付を受けようとする者

は、開発許可等不要証明書交付申請書（別記第３０号様式）を市長に提出し

なければならない。 

３ 第１項及び前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付するものとす

る。 



（１）住民票等 

（２）建築理由書 

（３）当該建築物等の敷地となる土地の登記事項証明書 

（４）位置図 

（５）当該開発区域又は当該建築物等の敷地を明らかにする公図の写し 

（６）流山市地形図 

（７）建築敷地求積図 

（８）その他市長が必要と認める図書 

４ 市長は、第１項又は第２項の規定による申請があった場合において、当

該申請を適当と認めたときは、開発行為又は建築に関する証明書（別記第３１

号様式）又は開発許可等不要証明書（別記第３２号様式）を申請者に交付す

るものとする。 

（申請の取り下げ） 

第１９条 法、政令、省令及びこの規則に基づき提出された申請を取り下げよ

うとする者は、申請取下書（別記第３３号様式）を市長に提出しなければな

らない。 

（開発行為許可済みの標識の掲示） 

第２０条 開発行為の許可を受けた者は、当該許可に係る工事の期間にあって

は、当該許可に係る開発区域の見やすい場所に都市計画法第２９条の規定に

よる許可済みの標識（別記第３４号様式）を掲示するものとする。 

（標識による公示） 

第２１条 法第８１条第３項の規定による公示は、標識（別記第３５号様式）

を設置して行う。 

（身分証明書の様式） 

第２２条 法第８２条第２項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証（別

記第３６号様式）とする。 

（書類の提出部数） 

第２３条 法、政令、省令及びこの規則に基づき市長に提出する申請書の部数

は、正本１部及び副本１部とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１３年５月１８日から施行する。 

（経過措置） 



２ この規則の施行前に千葉県開発行為等規制細則（昭和４５年千葉県規則第

５２号）の規定により申請があったものについては、なお従前の例による。  

附 則（平成１５年３月１４日規則第３号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月７日規則第１０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙

は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用するこ

とができる。 

附 則（平成１９年９月２８日規則第４１号） 

この規則は、平成１９年１１月３０日から施行する。ただし、別記第６号様

式、別記第９号様式、別記第１３号様式、別記第１６号様式、別記第１９号様

式、別記第２１号様式及び別記第２５号様式の改正規定は、公布の日から施行

する。 

附 則（平成２２年１１月１０日規則第６０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前にこの規則による改正前の流山市開発行為等規制規

則の規定に基づきなされた申請その他の手続は、この規則による改正後の流

山市開発行為等規制規則の相当規定に基づきなされた申請その他の手続とみ

なす。 

 附 則（平成２８年５月１１日規則第３４号） 

この規則は、平成２８年６月１日から施行する。  

 


